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５．その他の目的によるＧＩＳの活用 

 

（１）農作業受委託の効率化を目的としたＧＩＳ（長野県伊那市・南箕輪村） 

      
 前述の飯島町と同じ、長野県上伊那郡にある

伊那市とそれに隣接する南箕輪村とは、「伊那

市・南箕輪村水田農業対策連絡協議会」を立ち

上げ、2004（平成 16）年に行政を越えて一体的

なＧＩＳ導入をおこない、1 市１村の合計耕地

面積 5,470ha（うち水田面積 3,525ha）の作業受

委託の調整に取り組み効果を上げています。 

ＧＩＳはリースにより導入されており、「水田

農業構造改革交付金」の一部がその費用に充て

られています。 

 

  
１）ＧＩＳの内容 

ＧＩＳは、地図上に農作業委託

希望農地を図示することにより、

農作業受託者への割り当てエリア

の設定、地図を利用しての農作業

計画の策定等を通じて農作業の効

率化と農業機械・施設の高度利用

を進め、担い手農家の育成を支援

することを目的としたシステムと

なっています。 
「春・秋作業」、「初期設定」、「年

次処理」のサブシステムから構成

されています。（表５－１） 

① 作業委託申出書（図５－１） 
農家ごとの経営農地の地番、

実耕作面積が記入された一覧に、

それぞれの時期の作業項目が記

入されていて、農家は農作業を

委託する欄に○を書き入れ、JA
の支所に提出するだけで委託手

続きができ、作業委託契約書に

もなるようになっています。 ＜表５－１ 農作業受委託ＧＩＳ＞ 

＜作業受委託ＧＩＳの構成＞ 
１．春・秋作業   1-1 委託申し出受付 

 

 

 

         1-2 作業配分入力 
         1-3 完了報告 
 

 

          1-4 精 算 

 

 

 

２．初期設定    2-1 作業項目設定 
          2-2 作業分類設定 
          2-3 作業班設定 
          2-4 その他設定        

           

 
 
３．年次処理    3-1 委託数登録 
          3-2 委託実績出力 
          3-3 委託情報削除 

1-1-1 新規委託申出書 
1-1-2 前年度委託申込書 
1-1-3 委託申し出情報入力 
1-1-4 委託申し出一覧 
1-1-5 作業別委託一覧 
1-1-6 作業委託地分布図 

1-3-1 立札 
1-3-2 指示書兼完了報告書 
1-3-3 作業班作業別分布図 

1-4-1 料金処理 
1-4-2 作業料金一覧表 
1-4-3 作業料金明細書 
1-4-4 センターカット 
1-4-5 宛名出力 

2-4-1 料金計算設定 
2-4-2 割増項目設定 
2-4-3 割増率設定 
2-4-4 表示順設定 

長野県ホームページより 
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 ② 作業配分入力 

地図上に作業委託地と受託者  

耕作地が表示され、作業受託者

の効率を考えたエリアを画面上

から指定することにより、作業

受託者への最適な作業地配分が

おこなえるものとなっています。 
（図５－２） 
③ 完了報告 

 作業受託農家に対し、作業配 
分入力で割り当てられたエリア 
の農地一覧が記載された作業指 
示・完了報告書、作業対象農地 
が色塗りされた地図が作成され 
ます。 
 また、作業委託農家が委託農 
地に立てる「立て札」が作成さ 
れます。（図５－３） 
④ 精算  
 作業委託農家に送付される 
「農作業料金引落通知書」と、 
受託農家に送付される「農作業 
料金振込通知書」及び口座引き  
落とし、振り込み依頼書とセン 
ターカット用データが作成されます。 

２）ＧＩＳの運用 

伊那市と南箕輪村の管内全体で約 50,000 筆

の水田があるため、伊那市内 8 ヶ所と南箕輪村

1 ヵ所の JA の支所ごとに、設置された端末を

利用して以下の流れで運用されています。 

① 農家に作業委託申出書を配布。 
② 回収した作業委託申出書をＧＩＳに登録。 
③ 登録された委託作業の配分をおこない、作 
業別作業委託地分布図、作業指示書兼完了報 
告書を各協業組合、担い手に配布。 
④ 協業組合、担い手からの完了報告をＧＩ 
Ｓに登録。 

＜図５－２ 作業配分入力画面＞ 

＜図５－３ 刈取圃場用立て札＞ 

委託刈 JA 出 

伊那 太郎
Xxxxxx

Xxxxx

＜図５－１ 作業委託申出書＞ 

伊那 太郎



 35

⑤ 完了報告の情報を元にＧＩＳで精算処理をおこない、作業委託農家に引落通知を、 
作業受託農家に振込通知を出力し、発送。 

  ※ 上記の作業は、春作業は３～４月、防除５～６月、秋作業８～１０月にかけてお

こなわれています。 

３）ＧＩＳで管理される地図 

伊那市と南箕輪村の全域がカバーされています。伊那市、南箕輪村ともに、管内農家

の出作地を地図上で確認できますが、個人情報保護に基づき、農家の情報はそれぞれの

管轄のものしか見えないものとなっています。 
 
４）事務担当者の省力化と農業者負担の軽減 

農家同士で作業の受委託をしていたものが、全体をまとめて調整することが可能とな

り、受託農家の作業効率の向上につながっています。ＧＩＳの導入がなければ、煩雑な

事務処理を伴う事業に事務局である JA も手は出せなかったと思われます。 
現在、品目横断的経営安定対策に向けた経理の一元化への対応も検討されています。 
 

５）伊那市・南箕輪村水田対策連絡協議会におけるＧＩＳの配置及び機器構成 

    ＧＩＳは、伊那市内にある JA 上伊那の中部グリーンセンターにサーバーが設置され、

地域ネットワークにより伊那市役所にある伊那市農業振興センター、伊那市内の JA 上

伊那の 8 支所、南箕輪村営農センター及び南信農業共済組合上伊那支所に設置された端

末と結ばれています。（図５－４） 

＜図５－４ ＧＩＳ配置・機器構成＞ 

ＪＡ上伊那本所 営農部
中部ＧＣ 営農相談室

ＪＡ上伊那
南箕輪支所

ＪＡ上伊那
西箕輪支所

ＪＡ上伊那
伊那支所

ＪＡ上伊那
手良支所 

ＪＡ上伊那
美篶支所 

ＪＡ上伊那
富県支所 

ＪＡ上伊那
東春近支所

ＪＡ上伊那
西春近支所

伊那市 
農業振興センター 

南箕輪村 
営農センター 

南信農業共済組合 
上伊那支所 

上伊那広域連合 
情報センター 

伊那市 

南箕輪村 

いなあいネット 

長野県協同電算

ＪＡ上伊那 

ｶﾗｰﾚｰｻﾞﾌﾟﾘﾝﾀ

ｶﾗｰﾌﾟﾛｯﾀ

GIS ｻｰﾊﾞｰ
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（２）米の生産調整を目的としたＧＩＳの活用（岩手県ＪＡ岩手はなまき） 

 
 JA 岩手はなまきは、平成 10 年 3 月に花巻市、石

鳥谷町、大迫町、東和町の４JA が合併して誕生し

ました。その後、平成 18 年 1 月には、花巻市、石

鳥谷町、大迫町、東和町の 1 市 3 町が合併して花巻

市となり、1 市 1JA となりました。 
2003（平成 15）年度に「地域水田農業ビジョン」

づくりで農林水産大臣賞を受賞した JA 花巻では、

集落ごとに「集落営農振興計画」が全集落で策定さ

れました。全農家組合における「集落営農振興計画」

の策定に向けた集落内の話し合いの効果として、小

麦、大豆の集団栽培が急速に進展し、生産組織化が

加速されました。花巻市管内における米の生産調整

におけるＧＩＳの活用事例を紹介します。 

 １）ＧＩＳの導入 

JA 岩手はなまきでは、2004（平  
成 16）年 1 月、155 の全農家組合単 
位で「集落単位の水田農業ビジョン」 
が策定され、担い手に土地利用の集 
積を図る体制が確立されました。担 
い手農業者育成のための利用集積に 
対して米生産目標数量の優遇・産地 
づくり交付金を重点配分し、法人化 
支援をしています。 

JA 岩手はなまきは、合併前の JA 
花巻時代の 1996（平成 8）年に米の 
生産調整を目的としたＧＩＳが導入 
されました。（表５－２） 

導入時の花巻市は、地図データの 
整備がされていなかったため、土地  
改良区にあった古い圃場整備の図面 
を利用して地図データを作成し、水 
田台帳を基に、ＧＩＳを稼動させま 
した。水田台帳と地図とのアンマッ 
チが多くあり、地図の調査・修正に 
時間をかけ、ＧＩＳ導入の本来の目  
的が達成できていませんでした。 

＜表５－２ 米生産調整ＧＩＳ＞ 

＜米の生産調整ＧＩＳの構成＞ 
１．面積配分    1-1 面積配分入力 

          1-2 作業配分入力 
２．転作計画 

 

 

          
３．転作確認       

 

 

４．転作再確認 

 

 

５．精算      
                   

           

 

 
 
 
 
6．年次処理     

2-1 意向書出力 
2-2 意向情報入力 
2-3 地区別一覧 
2-4 集落別集計 
2-5 地図支援 
2-6 転作計画書出力 
3-1 確認準備 
3-2 確認情報入力 
3-3 地区別一覧 
3-4 集落別集計 
3-5 地図支援 
3-1 再確認準備 
3-2 再確認情報入力 
3-3 地区別一覧 
3-4 集落別集計 
3-5 地図支援 
3-1 地域とも補償 
 
 
 

3-2 県電算提出書類作成 
 

3-1-1 農家拠出金 
3-1-2 補償金処理 
3-1-3 その他 

3-2-1 データ編集 
5-2-2 帳票 
5-2-3 ＪＡ連携キー 
5-2-4 ファイル出力 
5-2-5 各種設定 
5-2-6 データ取り込み 
5-2-7 提出設定 

岩手県 

JA 岩手はなまき

ＪＡ岩手はなまきホームページより 
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２）地図データの整備 

2005（平成 17）年に、花巻地方水田農業協議会として花巻市に対し地図データの貸

し出しを申し入れ、借り受けた地図データによりＧＩＳが利用できるようになりました。 
花巻地方地域水田農業協議会では、転作にともなう産地づくり交付金を金額ではなく

ポイントにより計算するという特殊な方式をとっています。そのため、2004（平成 16）
年には、電算業者により管理されていた水田台帳を、花巻農業管理センターに移行し、

独自のシステムを開発しました。そのため、花巻農業管理センターで管理されるシステ

ムからデータを取り込みＧＩＳに反映しています。また、それまでの地図のアンマッチ

解消を目的とした地図データ管理ＧＩＳも導入されているため、現在は、イレギュラー

な運用となっており、今後の整理が必要とされています。 

JA 岩手はなまきでは、地域水田農業ビジョンの実施による転作の実施を基本とし、

転作現地確認に代えて台帳と地図による独自の交付金要件確認方法を実施しています。 
具体的運用は以下のものとなっています。 

① 営農計画書を花巻農業管理センター管理のシステムの台帳に入力 
② 入力されたデータを生産調整ＧＩＳに取り込む 
③ 生産調整ＧＩＳにより転作圃場が作目別に色塗りされた地図を出力 
④ 協議会のメンバーが、出力された地図に表示された内容を集落の責任者に確認 
⑤ 営農計画書の記入内容を農家組合で確認、部分調整水田は図面提出（必要に応じて

実測）、特に問題があると思われるものは現地確認 
⑥ 転作実績を地図記入（出力地図を利用してチェック修正をおこなう） 
⑦ 結果を協議会のメンバーがチェックし確認者印を押印 

 
３）JA岩手はなまき（旧花巻市管内）におけるＧＩＳの配置と運営方法（図５－２） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

花巻農業管理センター

ﾚｰｻﾞﾌﾟﾘﾝﾀ 

水田台帳管理 

ｶﾗｰﾌﾟﾛｯﾀ

ｶﾗｰﾚｰｻﾞﾌﾟﾘﾝﾀ

ＪＡはなまき本店

＜農業改革推進室＞ 

＜図５－２ ＧＩＳ配置と運営手法＞ 

生産調整ＧＩＳ 

台帳データ 

取込

地図修正ＧＩＳ

地図データ

取込 




